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定款の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（受託に係る適切な措置） 

第３１条の２ 正会員は、顧客から本所の市場に

おける高速取引行為（法第２条第４１項に規定

する高速取引行為をいう。以下同じ。）に係る有

価証券の売買の委託（有価証券等清算取次ぎの

委託を除く。以下この条において同じ。）を受け

た場合には、本所が当該顧客に対して行う要請

に当該顧客が応じるよう適切な措置を講じなけ

ればならない。 

（新設） 

２ 前項の規定は、前項の顧客が取次者（正会員に

有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品

取引業者である場合であって、当該委託が正会

員に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによ

るものであるときの当該顧客をいう。）である場

合について準用する。この場合において、「当該

顧客」とあるのは、「当該顧客に本所の市場にお

ける高速取引行為に係る有価証券の売買の委託

の取次ぎを申し込んだ顧客」と読み替えるもの

とする。 

付  則 

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（呼値） （呼値） 
第１４条 正会員は、売買立会による売買を行お

うとするときは、呼値を行わなければならない。

この場合において、正会員は、次の各号に掲げ

る事項を、本所に対し明らかにしなければなら

ない。 

第１４条 正会員は、売買立会による売買を行お

うとするときは、呼値を行わなければならない。

この場合において、正会員は、次の各号に掲げ

る事項を、本所に対し明らかにしなければなら

ない。 

 （１）～（６） （略）  （１）～（６） （略） 
 （７） 当該呼値が高速取引行為（金融商品取

引法（昭和２３年法律第２５号。以下「法」

という。）第２条第４１項に規定する高速取引

行為をいう。以下同じ。）に係るものであると

きは、その旨 

（新設） 

２～８ （略） ２～８ （略） 
  
（公開買付期間中における自己買付け） （公開買付期間中における自己買付け） 
第５３条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、本所の市場に

おける次の各号に掲げる買付けとする。 

第５３条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、本所の市場に

おける次の各号に掲げる買付けとする。 
（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 
（５） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株

予約権付社債券、株券預託証券（株券に係る

権利を表示する預託証券をいう。）又は交換社

債券（法第２条第１項第５号に掲げる有価証

券又は同項第１７号に掲げる有価証券のうち

同項第５号の有価証券の性質を有するもの

（以下この号において「社債券」という。）で

あって、社債券を保有する者の請求により発

行会社以外の特定の会社の株券により償還さ

れるものをいう。以下同じ。）（以下この号に

おいて「新株予約権証券等」という。）に係る

価格の変動により発生し得る危険を減少させ

る行為に関して行う、当該ａ又はｂに定める

（５） 次のａ又はｂに掲げる場合において、

新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株

予約権付社債券、株券預託証券（株券に係る

権利を表示する預託証券をいう。）又は交換社

債券（金融商品取引法（昭和２３年法律第２

５号。以下「法」という。）第２条第１項第５

号に掲げる有価証券又は同項第１７号に掲げ

る有価証券のうち同項第５号の有価証券の性

質を有するもの（以下この号において「社債

券」という。）であって、社債券を保有する者

の請求により発行会社以外の特定の会社の株

券により償還されるものをいう。以下同じ。）

（以下この号において「新株予約権証券等」

という。）に係る価格の変動により発生し得る
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取引に係る買付け 危険を減少させる行為に関して行う、当該ａ

又はｂに定める取引に係る買付け 
  a・b （略）   a・b （略） 
 （６）～（１４） （略）  （６）～（１４） （略） 
  
（高速取引行為を行う者の報告事項）  
第６８条の２ 本所は、高速取引行為を行う者に

対し、本所が定めるところにより、報告を求め

ることができる。 

（新設） 

  
  

付  則  
 この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（委託の際の指示事項） （委託の際の指示事項） 
第６条 顧客は、有価証券の売買の委託をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を正

会員に指示するものとする。 

第６条 顧客は、有価証券の売買の委託をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を正

会員に指示するものとする。 
 （１）～（１２） （略）  （１）～（１２） （略） 
 （１３） 当該委託が高速取引行為（法第２条

第４１項に規定する高速取引行為をいう。以

下同じ。）に係るものであるときは、その旨 

（新設） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
４ 顧客は、第１項第８号の指示を行う空売りを

委託する場合には、取引規制府令第１５条第１

項各号に規定する取引であるか否かの別を、正

会員に対し指示するものとする。 

４ 顧客は、第１項第８号の指示を行う空売りを

委託する場合には、取引規制府令第１５条第１

項各号に規定する取引であるか否かの別を、正

会員に対し明らかにするものとする。 
５ 顧客は、高速取引行為に係る有価証券の売買

を委託する場合には、その都度、取引所が別に

定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、正

会員に対し指示するものとする。 

（新設） 

  
（高速取引行為を行う者としての登録等に係る提

出等） 
 

第４４条 顧客（高速取引行為を行う者（正会員

を除く。）に限る。以下この項から第３項までに

おいて同じ。）は、高速取引行為を行う者として

の登録等の完了後、登録等した者の商号、名称

又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速

やかに提出するものとする。 

（新設） 

２ 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録

等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める取引所と連絡を行う者に関する

事項を取引所に速やかに届け出るものとする。 

 

 （１） 当該顧客が高速取引行為者（法第２条

第４２項に規定する高速取引行為者をいう。

以下同じ。）であり、かつ、外国法人である場

合 
国内における代表者又は国内における代理
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人（法第６６条の５３第５号ハに規定する国

内における代表者又は国内における代理人を

いう。）の氏名及び住所等 
（２） 当該顧客が高速取引行為者であり、か

つ、外国に住所を有する個人である場合 
国内における代理人（法第６６条の５３第

６号ロに規定する国内における代理人をい

う。）の氏名及び住所等 

 

（３） 前２号に掲げる場合以外の場合 
取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及

び住所等 

 

３ 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録

等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める書類等の写しを取引所に遅滞な

く提出するものとする。 

 

（１） 当該顧客が金融商品取引業者である場  

合 
   法第２９条の２第２項第２号に規定する業

務の内容及び方法として内閣府令で定めるも

のを記載した書類 

 

 （２） 当該顧客が登録金融機関である場合 
法第３３条の３第２項第２号に掲げる書類 

 

 （３） 当該顧客が取引所取引許可業者である

場合 
   法第６０条の２第３項第２号に掲げる書面 

 

 （４） 前各号に掲げる場合以外の場合 
   法第６６条の５１第２項第２号に掲げる書

類及び同項第４号に掲げる書類のうち業務に

係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記

載した書面 

 

４ 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、

当該顧客に取引所の開設する取引所金融商品市

場における高速取引行為に係る有価証券の売買

の委託の取次ぎを申し込んだ顧客（以下「取次

者顧客」という。）が当該取次者顧客に係る第１

項に規定する証跡の写しの提出、第２項各号に

定める事項の届出及び前項各号に定める書類等

の写しの提出を取引所に対して行うよう適切な
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措置を講じなければならない。 
  
（高速取引行為を行う者に対する要請）  
第４５条 顧客（高速取引行為を行う者に限る。

以下この項において同じ。）は、法第８５条の５

第２項の規定により自主規制業務とみなされた

業務のうち、取引所金融商品市場における有価

証券の売買の内容の審査に関する業務において

は、本所が当該顧客に対して行う要請に応じな

ければならない。 

（新設） 

２ 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、

法第８５条の５第２項の規定により自主規制業

務とみなされた業務のうち、取引所金融商品市

場における有価証券の売買の内容の審査に関す

る業務においては、本所が取次者顧客に対して

行う要請に当該取次者顧客が応じるよう適切な

措置を講じなければならない。 

 

  
  

付  則  
 この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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定款施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（報告事項） （報告事項） 

第４条 定款第２１条に規定する本所が定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報

告書に本所が必要と認める書類を添付して報

告するものとする。 

第４条 定款第２１条に規定する本所が定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報

告書に本所が必要と認める書類を添付して報

告するものとする。 

（１）・（１）の２ （略） （１）・（１）の２ （略） 

（１）の３ 法第３１条第２項の規定に基づく

登録（法第２９条の２第１項第７号イに掲げ

る事項に係る登録に限る。）を受けたとき。 

（新設） 

（２）～（２６） （略） （２）～（２６） （略） 

  

（実態に差異がないと認める場合） （実態に差異がないと認める場合） 

第６条の２ 定款第３９条第８項に規定する脱

退会員と会員加入申請者の実態に差異がない

と認めるときとは、会員加入申請者が脱退会員

から原則として全ての資産及び負債を承継し、

又は譲り受ける場合で、証券業務の範囲、本所

における注文執行体制、清算決済体制その他の

業務執行体制及びリスク管理体制、法令遵守体

制その他の内部管理体制等について重大な差

異がないと本所が認めるときをいう。 

 

 

第６条の２ 第３９条第７項に規定する脱退会

員と会員加入申請者の実態に差異がないと認

めるときとは、会員加入申請者が脱退会員から

原則として全ての資産及び負債を承継し、又は

譲り受ける場合で、証券業務の範囲、本所にお

ける注文執行体制、清算決済体制その他の業務

執行体制及びリスク管理体制、法令遵守体制そ

の他の内部管理体制等について重大な差異が

ないと本所が認めるときをいう。 

付  則 

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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有価証券の売買の審査に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（審査のための資料等の徴求） （審査のための資料等の徴求） 
第２条 （略） 第２条 （略） 
２ （略） ２ （略） 

３ 本所は、金融商品取引法（昭和２３年法律第

２５号。以下「法」という。）第２条第４１項に

規定する高速取引行為を行う者に対し、第３条

各号に掲げる有価証券の売買の審査を行うた

め必要があると認めた場合には、当該審査のた

めに必要があると認める資料の提出又は事実

の説明及び当該説明の内容を記載した文章の

作成を求めるものとする。 

（新設） 

  

（上場有価証券の発行者等に対する点検要請等） （上場有価証券の発行者等に対する点検要請等） 
第６条の２ 本所は、本所の市場における有価証

券の売買に関し、上場有価証券の発行者（上場

不動産投資信託証券の発行者である投資法人

については、その資産運用会社を含む。以下こ

の条において同じ。）又はその子会社の役員、

代理人、使用人その他の従業者の行為が、法第

１６６条第１項若しくは第１６７条第１項の

規定により禁止される取引又は第１６７条の

２の規定により禁止される行為（以下「内部者

取引等」という。）に該当する又は該当する疑

いがあるとして行政庁により課徴金納付命令

の勧告、告発その他の措置がなされた場合にお

いて必要があると認めたときは、当該上場有価

証券の発行者に対し、その会社情報に係る不公

正取引の防止のための社内体制について、再点

検を実施するよう求めるものとする。 

第６条の２ 本所は、本所の市場における有価証

券の売買に関し、上場有価証券の発行者（上場

不動産投資信託証券の発行者である投資法人

については、その資産運用会社を含む。以下こ

の条において同じ。）又はその子会社の役員、

代理人、使用人その他の従業者の行為が、金融

商品取引法第１６６条第１項若しくは第１６

７条第１項の規定により禁止される取引又は

第１６７条の２の規定により禁止される行為

（以下「内部者取引等」という。）に該当する

又は該当する疑いがあるとして行政庁により

課徴金納付命令の勧告、告発その他の措置がな

された場合において必要があると認めたとき

は、当該上場有価証券の発行者に対し、その会

社情報に係る不公正取引の防止のための社内

体制について、再点検を実施するよう求めるも

のとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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付  則 
この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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会員における注文管理体制に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（注文の発注制限） （注文の発注制限） 

第４条 会員は、本所の市場における注文を発注

するに当たり、前条第１項各号に掲げる事項及

び会員の資力を踏まえ、次の各号に掲げる制限

を実施するものとする。 

第４条 会員は、本所の市場における注文を発注

するに当たり、次の各号に掲げる制限を実施す

るものとする。 

   

 （１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 一定の時間における注文の数量又は金

額の合計が一定の数量又は金額以上とな

る注文等の発注を防止するために適切と

認められる制限 

（新設） 

 

 

 

  

（注文発注システム等による対応） （注文発注システムによる対応） 

第６条 会員は、第４条第１号及び第２号に掲げ

る制限を当該会員が使用する注文発注に係るシ

ステムにより実施するものとし、同条第３号に

掲げる制限を当該会員が使用する注文発注に係

るシステム又は適切と認められる方法により実

施するものとする。 

第６条 会員は、第４条各号に掲げる制限を当該

会員が使用する注文発注に係るシステムにより

実施するものとする。 

  

  

付  則 

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（高速取引行為に係る取引戦略の区分）  
第１１条 業務規程第１４条第１項第７号に規定

する高速取引行為に係るものである旨は、本所

が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別

を区分して明らかにしなければならない。 

（新設） 

  
  

付  則  
 この改正規定は、平成３０年４月１日から施行

する。 
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